
開催情報

日時：2025年2月20日（木曜日）
　　 午前 9 時 受付開始
　　 午前10時 開会
場所：東京都中央区八丁堀一丁目9番8号
　　 八重洲通ハタビル5階
　　 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り501号室

証券コード：2686

一人ひとりの笑顔が咲く
未来のくらしを創造する

イオングループ未来ビジョン

臨 時 株 主 総 会 及 び
普 通 株 主 様 に よ る
種 類 株 主 総 会

招集ご通知

会場を前回の定時株主総会から変更して
おります。末尾の「株主総会会場のご案
内」をご参照ください。
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株主各位

証券コード 2686
2025年２月５日

(電子提供措置の開始日2025年１月30日)
株 主 の 皆 さ ま へ

東京都中央区新川一丁目14番１号

代表取締役 木 下 尚 久

臨時株主総会及び

普通株主様による種類株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　さて、当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株主様による種類
株主総会（以下、「本普通株主種類株主総会」といい、本臨時株主総会と総称して「本株主総会」
といいます。）を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本臨時株主総会には、第１号議案として「定款一部変更の件」を上程いたしますが、この議案に
つきまして、会社法第322条第１項に基づくご決議をいただくため、普通株主様による種類株主総
会を併せて開催させていただくことになりました。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につ
いて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますの
で、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　【当社ウェブサイト】
　https://www.g-foot.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式情報」「株主総会」を順
に選択いただき、ご確認ください。)
　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名(会社名)「ジーフット」又は証券コード「2686」
にて検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数
ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2025年２月19日(水曜日）午後６時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し
上げます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2025年２月20日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区八丁堀一丁目９番８号　八重洲通ハタビル５階

アットビジネスセンター東京駅八重洲通り501号室
（会場を前回の定時株主総会から変更しております。

末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）
３．目 的 事 項

【臨時株主総会】
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 Ｂ種種類株式発行の件

【普通株主様による種類株主総会】
決 議 事 項
議 案 定款一部変更の件

 

記

以　上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない
場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。

－ 2 －
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議決権行使に関するお願い、目次

Ａ 当日ご出席の場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださい。（ご捺印は不要です。）また、

議事資料として本冊子をご持参くださ

い。

Ｂ 書面による議決権の行使の場合

POST
議決権行使書

議決権行使書用紙に賛否をご表示のう

え、2025年２月19日（水曜日）午後６時

までに到着するようご返送ください。

議決権行使に関するお願い

　
　

目　次

臨時株主総会及び普通株主様による

種類株主総会招集ご通知 …… １

臨時株主総会参考書類 ……… ４

普通株主様による種類株主総会

参考書類 ……………………… 24

　
　

本株主総会の決議結果につきましては、決議通知の送付はせず、株主総会終了後、当社ウェブサイト

（http://www.g-foot.co.jp/）に掲載させていただきます。
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

第２章　株式 第２章　株式

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数） （発行可能株式総数および発行可能種類株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、144,000,050株

とする。

第６条　当会社の発行可能株式総数は、144,000,115株

とする。

２．当会社の発行可能種類株式総数は、各種類の株式に

応じてそれぞれ次のとおりとする。

普通株式　　　　144,000,000株

Ａ種種類株式　　50株

２．当会社の発行可能種類株式総数は、各種類の株式に

応じてそれぞれ次のとおりとする。

普通株式　　　　144,000,000株

Ａ種種類株式　　50株

Ｂ種種類株式　　65株

臨時株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　Ｂ種種類株式の発行を可能とするため、次のとおり現行定款の一部を変更（以下、「本定款

変更」といいます。）するものであります。

（１）Ｂ種種類株式の発行に備え、現行定款第６条の発行可能株式総数を増加するとともに、

　　　Ｂ種種類株式の発行可能種類株式総数の規定を新設するものであります。

（２）現行定款第７条にＢ種種類株式の単元株式数の規定を新設するものであります。

（３）下記（４）に伴い、現行定款第２章の２の文言を調整するものであります。

（４）新たに第２章の３としてＢ種種類株式の章を設け、種類株式の要項について規定するも

　　　のであります。

（５）新たに第２章の４として種類株式の共通事項の章を設け、Ａ種種類株式とＢ種種類株式

　　　に共通の事項について規定するものであります。

　なお、本定款変更は、第２号議案が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示します。）

－ 4 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

（単元株式数）

第７条　当会社の普通株式の単元株式数は、100株と

し、Ａ種種類株式の単元株式数は、１株とする。

（単元株式数）

第７条　当会社の普通株式の単元株式数は、100株と

し、Ａ種種類株式の単元株式数は、１株とし、Ｂ種種類

株式の単元株式数は、１株とする。

第８条

および　　　（条文省略）

第９条

第８条

および　　　（現行どおり）

第９条

第２章の２　Ａ種種類株式 第２章の２　Ａ種種類株式

（Ａ種配当金） （Ａ種配当金）

第９条の２　当会社は、剰余金の配当をするときは、当

該剰余金の配当の基準日（以下本章において「配当基準

日」という。）の最終の株主名簿に記載または記録され

たＡ種種類株式を有する株主（以下本章において「Ａ種

種類株主」という。）またはＡ種種類株式の登録株式質

権者（Ａ種種類株主と併せて、以下本章において「Ａ種

種類株主等」という。）に対し、当該配当基準日の最終

の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株

主または普通株式の登録株式質権者（以下本章において

「普通株主等」と総称する。）と同順位にて、Ａ種種類

株式１株につき、普通株式１株当たりの配当金と同額の

金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＡ種種類株

式１株当たりに支払われる金銭を、以下本章において

「Ａ種配当金」という。）を行う。なお、Ａ種配当金

に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数

を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端

数は切り捨てる。

第９条の２　当会社は、剰余金の配当をするときは、当

該剰余金の配当の基準日（以下「配当基準日」とい

う。）の最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種種

類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）

またはＡ種種類株式の登録株式質権者（Ａ種種類株主と

併せて、以下「Ａ種種類株主等」という。）に対し、当

該配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された

普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者

（以下「普通株主等」と総称する。）と同順位にて、Ａ

種種類株式１株につき、普通株式１株当たりの配当金と

同額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＡ種

種類株式１株当たりに支払われる金銭を、以下「Ａ種配

当金」という。）を行う。なお、Ａ種配当金に、各Ａ種

種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金

額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨

てる。

２．　　　（条文省略） ２．　　　（現行どおり）

（残余財産の分配） （残余財産の分配）

第９条の３　当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ

種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ａ種種類株

式１株につき、１億円（ただし、Ａ種種類株式につき、

株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれら

に類する事由があった場合には、適切に調整される。以

下本章において「払込金額相当額」という。）を支払う。

第９条の３　当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ

種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ａ種種類株

式１株につき、１億円（ただし、Ａ種種類株式につき、

株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれら

に類する事由があった場合には、適切に調整される。以

下「Ａ種払込金額相当額」という。）を支払う。

－ 5 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

２．　　　（条文省略） ２．　　　（現行どおり）

（議決権） （議決権）

第９条の４　（条文省略） 第９条の４　（現行どおり）

（金銭を対価とする取得請求権） （金銭を対価とする取得請求権）

第９条の５　Ａ種種類株主は、償還請求日（以下に定義

する。）における分配可能額（会社法第461条第２項に

定める分配可能額をいう。以下本章において同じ。）を

限度として、Ａ種種類株主が指定する日（当該日が営業

日でない場合には翌営業日とする。）を償還請求が効力

を生じる日（以下本章において「償還請求日」とい

う。）として、償還請求日の10営業日前までに当会社に

対して書面による通知（以下本章において「償還請求事

前通知」という。）を行った上で、当会社に対して(i)

当該償還請求に係るＡ種種類株式の数に、(ii)本条第２

項に定めるＡ種種類株式１株当たりの償還金額を乗じて

得られる額の金銭（ただし、円単位未満小数第３位まで

計算し、その小数第３位を四捨五入する。以下本章にお

いて「償還金額」という。）の交付と引換えに、その有

するＡ種種類株式の全部または一部を取得することを請

求すること（以下本章において「償還請求」という。）

ができるものとし、当会社は、当該償還請求に係るＡ種

種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲

内において、かかる償還金額を、Ａ種種類株主等に対し

て交付するものとする。

ただし、償還請求日においてＡ種種類株主から償還請求

がなされたＡ種種類株式の取得と引換えに交付すること

となる償還金額が、償還請求日における分配可能額を超

える場合には、当該各Ａ種種類株主により償還請求がな

されたＡ種種類株式の数に応じた比例按分の方法によ

り、かかる償還金額が分配可能額を超えない範囲内にお

いてのみ当会社はＡ種種類株式を取得するものとし、か

かる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式について

第９条の５　Ａ種種類株主は、Ａ種償還請求日（以下に

定義する。）における分配可能額（会社法第461条第２

項に定める分配可能額をいう。以下同じ。）を限度とし

て、Ａ種種類株主が指定する日（当該日が営業日でない

場合には翌営業日とする。）を償還請求が効力を生じる

日（以下「Ａ種償還請求日」という。）として、Ａ種償

還請求日の10営業日前までに当会社に対して書面による

通知（以下「Ａ種償還請求事前通知」という。）を行っ

た上で、当会社に対して(i)当該償還請求に係るＡ種種

類株式の数に、(ii)本条第２項に定めるＡ種種類株式１

株当たりの償還金額を乗じて得られる額の金銭（ただ

し、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位

を四捨五入する。以下「Ａ種償還金額」という。）の交

付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部または一

部を取得することを請求すること（以下「Ａ種償還請

求」という。）ができるものとし、当会社は、当該Ａ種

償還請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、

法令の許容する範囲内において、かかるＡ種償還金額

を、Ａ種種類株主等に対して交付するものとする。

ただし、Ａ種償還請求日においてＡ種種類株主からＡ種

償還請求がなされたＡ種種類株式の取得と引換えに交付

することとなるＡ種償還金額が、Ａ種償還請求日におけ

る分配可能額を超える場合には、当該各Ａ種種類株主に

よりＡ種償還請求がなされたＡ種種類株式の数に応じた

比例按分の方法により、かかるＡ種償還金額が分配可能

額を超えない範囲内においてのみ当会社はＡ種種類株式

を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかっ

たＡ種種類株式については、Ａ種償還請求がなされなか

ったものとみなす。

－ 6 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

は、償還請求がなされなかったものとみなす。

基本償還金額 =
払込金額相当

額
× (1+0.02)

 m＋n/365

控除価額 =
償還請求前支払済

配当金
× (1+0.02)

 x＋y/365

２．Ａ種種類株式１株当たりの償還金額は、以下の算式

によって計算される額（以下本章において「基本償還金

額」という。）とする。

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含

む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とす

る。

ただし、償還請求日までの間に支払われたＡ種配当金

（以下本章において「償還請求前支払済配当金」とい

う。）が存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりの償

還金額は、以下の算式に従って計算される控除価額（た

だし、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、

株式の無償割当てまたはこれらに類する事由があった場

合には、適切に調整されるものとする。）を控除した額

とする。

なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払

われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれに

つき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から

控除する。

償還請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から

償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日

数を「x年とy日」とする。

Ａ種基本償還金

額
=
Ａ種払込金額相

当額
× (1+0.02)

 m＋n/365

控除価額 =
Ａ種償還請求前支

払済配当金
× (1+0.02)

 x＋y/365

２．Ａ種種類株式１株当たりのＡ種償還金額は、以下の

算式によって計算される額（以下「Ａ種基本償還金額」

という。）とする。

払込期日（同日を含む。）からＡ種償還請求日（同日を

含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」と

する。

ただし、Ａ種償還請求日までの間に支払われたＡ種配当

金（以下「Ａ種償還請求前支払済配当金」という。）が

存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりのＡ種償還金

額は、以下の算式に従って計算される控除価額（ただ

し、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株

式の無償割当てまたはこれらに類する事由があった場合

には、適切に調整されるものとする。）を控除した額と

する。

なお、Ａ種償還請求前支払済配当金が複数回にわたって

支払われた場合には、Ａ種償還請求前支払済配当金のそ

れぞれにつき控除価額を計算し、その合計額をＡ種基本

償還金額から控除する。

Ａ種償還請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）

からＡ種償還請求日（同日を含む。）までの期間に属す

る日の日数を「x年とy日」とする。

３．償還請求受付場所 ３．Ａ種償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　三井住友信託銀行株式会

社　証券代行部

株主名簿管理人事務取扱場所　三井住友信託銀行株式会

社　証券代行部

４．償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要

する書類が本条第３項に記載する償還請求受付場所に到

達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請

求事前通知に係る償還請求日において発生する。

４．Ａ種償還請求事前通知の効力は、Ａ種償還請求事前

通知に要する書類が本条第３項に記載するＡ種償還請求

受付場所に到達したときに発生する。Ａ種償還請求の効

力は、当該Ａ種償還請求事前通知に係るＡ種償還請求日

において発生する。

－ 7 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

（金銭を対価とする取得条項） （金銭を対価とする取得条項）

第９条の６　当会社は、払込期日以降いつでも、当会社

の取締役会が別に定める日（以下本章において「金銭対

価償還日」という。）が到来することをもって、Ａ種種

類株主等に対して金銭対価償還日の14日前までに書面に

よる通知を行った上で、当該金銭対価償還日において、

Ａ種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容する範

囲内において、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部

または一部を取得することができる（以下本章において

「金銭対価償還」という。）ものとし、当会社は、当該

金銭対価償還に係るＡ種種類株式を取得するのと引換え

に、(i)当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数に、

(ii)本条第２項に定めるＡ種種類株式１株当たりの取得

金額を乗じて得られる額の金銭（ただし、円単位未満小

数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入す

る。）を、Ａ種種類株主等に対して交付するものとす

る。Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の

方法によって、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株

式を決定する。

第９条の６　当会社は、払込期日以降いつでも、当会社

の取締役会が別に定める日（以下「Ａ種金銭対価償還

日」という。）が到来することをもって、Ａ種種類株主

等に対してＡ種金銭対価償還日の14日前までに書面によ

る通知を行った上で、当該Ａ種金銭対価償還日におい

て、Ａ種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容す

る範囲内において、金銭を対価として、Ａ種種類株式の

全部または一部を取得することができる（以下「Ａ種金

銭対価償還」という。）ものとし、当会社は、当該Ａ種

金銭対価償還に係るＡ種種類株式を取得するのと引換え

に、(i)当該Ａ種金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数

に、(ii)本条第２項に定めるＡ種種類株式１株当たりの

取得金額を乗じて得られる額の金銭（ただし、円単位未

満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入す

る。）を、Ａ種種類株主等に対して交付するものとす

る。Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の

方法によって、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株

式を決定する。

基本取得金額 = 払込金額相当額 × (1+0.02)
 m＋n/365

２．Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、以下の算式

によって計算される額（以下本章において「基本取得金

額」という。）とする。

払込期日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を

含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」と

する。

ただし、金銭対価償還日までの間に支払われたＡ種配当

金（以下本章において「金銭対価償還前支払済配当金」

という。）が存する場合には、Ａ種種類株式１株当たり

の取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額

（ただし、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式の併

合、株式の無償割当てまたはこれらに類する事由があっ

た場合には、適切に調整されるものとする。）を控除し

た額とする。

Ａ種基本取得金

額
=
Ａ種払込金額相

当額
× (1+0.02)

 m＋n/365

２．Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、以下の算式

によって計算される額（以下「Ａ種基本取得金額」とい

う。）とする。

払込期日（同日を含む。）からＡ種金銭対価償還日（同

日を含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn

日」とする。

ただし、Ａ種金銭対価償還日までの間に支払われたＡ種

配当金（以下「Ａ種金銭対価償還前支払済配当金」とい

う。）が存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりの取

得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額（た

だし、Ａ種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、

株式の無償割当てまたはこれらに類する事由があった場

合には、適切に調整されるものとする。）を控除した額

とする。

－ 8 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

控除価額 =
金銭対価償還前支払

済配当金
× (1+0.02)

 x＋y/365

なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって

支払われた場合には、金銭対価償還前支払済配当金のそ

れぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得

金額から控除する。

金銭対価償還前支払済配当金の支払日（同日を含む。）

から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間に属す

る日の日数を「x年とy日」とする。

控除価額 =
Ａ種金銭対価償還前

支払済配当金
× (1+0.02)

 x＋y/365

なお、Ａ種金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわた

って支払われた場合には、Ａ種金銭対価償還前支払済配

当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を

Ａ種基本取得金額から控除する。

Ａ種金銭対価償還前支払済配当金の支払日（同日を含

む。）からＡ種金銭対価償還日（同日を含む。）までの

期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

（譲渡制限） （譲渡制限）

第９条の７　（条文省略） 第９条の７　（現行どおり）

（株式の併合または分割、募集株式の割当て等） （削除）

第９条の８　当会社は、株式の併合または分割を行うと

きには、普通株式およびＡ種種類株式の種類ごとに同時

に同一割合で行う。

２．当会社は、株主に募集株式または募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に

応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種種類株式

にはＡ種種類株式またはＡ種種類株式を目的とする新株

予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割

合で与える。

３．当会社は、株主に株式または新株予約権の無償割当

てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主に

は普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、Ａ種種類株式にはＡ種種類株式またはＡ種

種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それ

ぞれ同時に同一割合で行う。

（新設） 第２章の３　Ｂ種種類株式

（新設） （Ｂ種配当金）

第９条の８　当会社は、剰余金の配当をするときは、配

当基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたＢ種

種類株式を有する株主（以下「Ｂ種種類株主」とい

う。）またはＢ種種類株式の登録株式質権者（Ｂ種種類

株主と併せて、以下「Ｂ種種類株主等」という。）に対

－ 9 －
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現 行 定 款 変 更 案

し、普通株主等およびＡ種種類株主等と同順位にて、Ｂ

種種類株式1株につき、普通株式１株当たりの配当金と

同額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＢ種

種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「Ｂ種配

当金」という。）を行う。なお、Ｂ種配当金に、各Ｂ種

種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた金

額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨

てる。

２．当会社は、Ｂ種種類株主等に対しては、Ｂ種配当金

の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が

行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号

ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の

配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同

法第763条第１項第12号ロ若しくは同法第765条第１項第

８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りで

はない。

（新設） （残余財産の分配）

第９条の９　当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ

種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、Ｂ種種類株

式１株につき、１億円（但し、Ｂ種種類株式につき、株

式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。以下

「Ｂ種払込金額相当額」という。）を支払う。なお、Ａ

種種類株主等への残余財産の分配とＢ種種類株主等への

残余財産の分配は同順位とする。

２．Ｂ種種類株主等に対しては、本条第１項のほか、残

余財産の分配は行わない。

（新設） （議決権）

第９条の10　Ｂ種種類株主は、法令に別段の定めのある

場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

２．当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為

をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を

除き、Ｂ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議

を要しない。
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（新設） （金銭を対価とする取得請求権）

Ｂ種基本

償還金額
=

Ｂ種払込金額

相当額
× (1+0.025)

 m＋n/365

第９条の11　Ｂ種種類株主は、Ｂ種償還請求日（以下に

定義する。）における分配可能額を限度として、払込期

日（同日を含む。）から７年を経過した日（但し、当会

社とＢ種種類株主との間で払込期日（同日を含む。）か

ら12年を経過する前の時点を基準とすると別途合意した

場合は当該時点）以降であってＢ種種類株主が指定する

日（当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。）

を償還請求が効力を生じる日（以下「Ｂ種償還請求日」

という。）として、Ｂ種償還請求日の10営業日前までに

当会社に対して書面による通知（以下「Ｂ種償還請求事

前通知」という。）を行った上で、当会社に対して、

(i)当該償還請求に係るＢ種種類株式の数に、(ii)本条

第２項に定めるＢ種種類株式１株当たりの償還金額を乗

じて得られる額の金銭（但し、円単位未満小数第３位ま

で計算し、その小数第３位を四捨五入する。以下「Ｂ種

償還金額」という。）の交付と引換えに、その有するＢ

種種類株式の全部または一部を取得することを請求する

こと（以下「Ｂ種償還請求」という。）ができるものと

し、当会社は、当該Ｂ種償還請求に係るＢ種種類株式を

取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい

て、かかるＢ種償還金額を、Ｂ種種類株主等に対して交

付するものとする。但し、Ｂ種償還請求日においてＢ種

種類株主からＢ種償還請求がなされたＢ種種類株式の取

得と引換えに交付することとなるＢ種償還金額が、Ｂ種

償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該

各Ｂ種種類株主によりＢ種償還請求がなされたＢ種種類

株式の数に応じた比例按分の方法により、かかるＢ種償

還金額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当会

社はＢ種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従

い取得されなかったＢ種種類株式については、Ｂ種償還

請求がなされなかったものとみなす。

２．Ｂ種種類株式１株当たりのＢ種償還金額は、以下の

算式によって計算される額（以下「Ｂ種基本償還金額」

という。）とする。

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含
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控除価額 =
Ｂ種償還請求前支

払済配当金
× (1+0.025)

 x＋y/365

む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とす

る。但し、償還請求日までの間に支払われたＢ種配当金

（以下「Ｂ種償還請求前支払済配当金」という。）が存

する場合には、Ｂ種種類株式1株当たりの償還金額は、

以下の算式に従って計算される控除価額（但し、Ｂ種種

類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割

当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に

調整されるものとする。）を控除した額とする。なお、

Ｂ種償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払わ

れた場合には、Ｂ種償還請求前支払済配当金のそれぞれ

につき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額か

ら控除する。

Ｂ種償還請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）

から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日

の日数を「x年とy日」とする。

３．Ｂ種償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　三井住友信託銀行株式会

社　証券代行部

４．Ｂ種償還請求事前通知の効力は、Ｂ種償還請求事前

通知に要する書類が本条第３項に記載するＢ種償還請求

受付場所に到達したときに発生する。Ｂ種償還請求の効

力は、当該Ｂ種償還請求事前通知に係るＢ種償還請求日

において発生する。

（新設） （金銭を対価とする取得条項）

第９条の12　当会社は、払込期日以降いつでも、当会社

の取締役会が別に定める日（以下「Ｂ種金銭対価償還

日」という。）が到来することをもって、Ｂ種種類株主

等に対してＢ種金銭対価償還日の14日前までに書面によ

る通知を行った上で、当該Ｂ種金銭対価償還日におい

て、Ｂ種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容す

る範囲内において、金銭を対価として、Ｂ種種類株式の

全部または一部を取得することができる（以下「Ｂ種金

銭対価償還」という。）ものとし、当会社は、当該Ｂ種

金銭対価償還に係るＢ種種類株式を取得するのと引換え

に、(i)当該Ｂ種金銭対価償還に係るＢ種種類株式の数

－ 12 －
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現 行 定 款 変 更 案

Ｂ種基本

取得金額
=

Ｂ種払込金額

相当額
× (1+0.025)

 m＋n/365

控除価額 =
Ｂ種金銭対価償還前

支払済配当金
× (1+0.025)

 x＋y/365

に、(ii)本条第２項に定めるＢ種種類株式１株当たりの

取得金額を乗じて得られる額の金銭（但し、円単位未満

小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入す

る。）を、Ｂ種種類株主等に対して交付するものとす

る。Ｂ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の

方法によって、Ｂ種種類株主から取得すべきＢ種種類株

式を決定する。

２．Ｂ種種類株式１株当たりの取得金額は、以下の算式

によって計算される額（以下「Ｂ種基本取得金額」とい

う。）とする。

払込期日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を

含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」と

する。但し、金銭対価償還日までの間に支払われたＢ種

配当金（以下「Ｂ種金銭対価償還前支払済配当金」とい

う。）が存する場合には、Ｂ種種類株式1株当たりの取

得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額（但

し、Ｂ種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株

式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合に

は、適切に調整されるものとする。）を控除した額とす

る。なお、Ｂ種金銭対価償還前支払済配当金が複数回に

わたって支払われた場合には、Ｂ種金銭対価償還前支払

済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計

額を基本取得金額から控除する。

Ｂ種金銭対価償還前支払済配当金の支払日（同日を含

む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間

に属する日の日数を「x年とy日」とする。

（新設） （譲渡制限）

第９条の13　Ｂ種種類株式を譲渡により取得するには、

当会社の取締役会の承認を受けなければならない。

（新設） 第２章の４　種類株式の共通事項

（新設） （株式の併合または分割、募集株式の割当て等）

第９条の14　当会社は、株式の併合または分割を行う
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現 行 定 款 変 更 案

ときには、普通株式、Ａ種種類株式、およびＢ種種類株

式の種類ごとに同時に同一割合で行う。

２．当会社は、株主に募集株式または募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に

応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種種類株主

にはＡ種種類株式またはＡ種種類株式を目的とする新株

予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種種類株主にはＢ種

種類株式またはＢ種種類株式を目的とする新株予約権の

割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与え

る。

３．当会社は、株主に株式または新株予約権の無償割当

てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主に

は普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、Ａ種種類株主にはＡ種種類株式またはＡ種

種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種

種類株主にはＢ種種類株式またはＢ種種類株式を目的と

する新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割

合で行う。

（新設） （優先順位）

第９条の15　当会社が剰余金の配当または残余財産の分

配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産

の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該

順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために

必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当

または残余財産の分配を行う。
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募集株式の数 Ｂ種種類株式　65株

募集株式の払込金額
6,500,000,000円

（１株につき100,000,000円）

増加する資本金および資本準備金

資本金 3,250,000,000円

（１株につき50,000,000円）

資本準備金 3,250,000,000円

（１株につき50,000,000円）

　
発行方法 イオンに対する第三者割当方式

払込期日 2025年２月21日

種類株式の内容
Ｂ種種類株式の内容の詳細は第１号議案をご

参照ください。

第２号議案　Ｂ種種類株式発行の件

　2025年２月末日までに当社の債務超過を解消し上場維持基準（純資産）への適合を図るとと

もに、自己資本の補填により事業構造改革を推進・実現し、財務体質の強化を図るため、会社

法第199条の規定に基づき、次のとおりイオン株式会社（以下「イオン」といいます。）にＢ種

種類株式を割り当てること（以下「本第三者割当」といいます。）についてご承認をお願いす

るものであります。

なお、本第三者割当は、本臨時株主総会の第１号議案、本普通株主種類株主総会の議案、お

よび本株主総会の開催日までに会社法第325条の準用する第319条第１項に基づき書面による決

議を予定しているＡ種種類株主総会の本定款変更に係る議案がいずれも原案どおり承認可決さ

れ、本定款変更の効力が発生することを条件といたします。

また、本議案が原案どおり承認可決され、本第三者割当に係る払込みがされましたら、当社

は、会社法第447条第１項および第３項ならびに第448条第１項および第３項の規定に基づき、

Ｂ種種類株式の払込みの日を効力発生日として、資本金および資本準備金の額をそれぞれ

3,250,000,000円減少する予定です。詳細は、2024年12月13日付「第三者割当による種類株式

の発行、定款の一部変更ならびに資本金および資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご

参照ください。

１．募集事項の内容

－ 15 －
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２．第三者割当によりＢ種種類株式を発行する理由

（１）本第三者割当により資金調達を実施する理由

当社といたしましては、当社の事業構造改革に沿った３つの改革の推進およびＥＣ事業の

成長と拡大を実現するための資本性の資金調達の具体的方法について、様々な選択肢を検討

してまいりました。この点、当社普通株式による資金調達は、新型コロナウイルス感染症の

影響により自己資本が毀損しており、また、当社グループの経営成績、当社普通株式の株価

水準および株式流動性を勘案すると、当社普通株式による公募増資により必要な規模の資金

を調達することは困難であると判断いたしました。また、当社普通株式を用いた第三者割当

増資は、当社普通株式に希薄化が生じ、当社の株主の皆様に対する不利益を生じさせかねな

いことから適切でないと判断いたしました。

これに対して、種類株式を用いた第三者割当増資の場合には、その設計によって当社普通

株式の希薄化を回避しつつ資本性の資金を調達することで財務体質の改善を図ることがで

き、結果として当社の債務超過の解消、ひいては上場維持にも寄与することから、当社にと

って最良の選択肢になると判断いたしました。

また当社が必要な資金を迅速かつ確実に調達し財務基盤を安定させるためには、当社との

事業上のつながりが深く、当社がイオングループの運営する多くのショッピングセンターに

出店する主要なテナントであることから、当社の財務基盤を強化し、当社の事業構造改革を

推進・実現させることがイオングループの企業価値向上につながるものとご理解をいただい

たイオンを出資先として決定することが当社にとって最善の選択肢であるとの結論に至りま

した。

以上の検討を踏まえ、当社は、Ｂ種種類株式をイオンに対して第三者割当の方法により発

行することを決定いたしました。Ｂ種種類株式の主な特徴は、以下のとおりです。なお、Ｂ

種種類株式は無議決権種類株式であること、かつ、普通株式を対価とする取得請求権・取得

条項が付与されていない、いわゆる「社債型優先株式」であることから、当社普通株式の希

薄化は発生しません。

（i）配当

普通株式およびＡ種種類株式と同順位で、Ｂ種種類株式１株につき、普通株式１株当た

りの配当金と同額の金銭による剰余金の配当が行われます。

（ii）金銭対価の取得条項

当社は、払込期日以降、法令上可能な範囲で、金銭と引換えにＢ種種類株式の全部また

は一部を取得することができます。

当社が取得することができるＢ種種類株式の１株当たりの取得金額は、以下のとおりで

す。

－ 16 －
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基本取得金額 = 払込金額相当額 × (１+0.025)
 m＋n/365

控除価額 = 金銭対価償還前支払済配当金 × (１+0.025)
 x＋y/365

基本償還金額 = 払込金額相当額 × (１+0.025)
 m＋n/365

（a）基本取得金額

Ｂ種種類株式１株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額（以下「基

本取得金額」という。）とする。

払込期日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間に属する

日の日数を「m年とn日」とする。

（b）控除価額

上記（a）にかかわらず、金銭対価償還日までの間に支払われたＢ種配当金（以下「金

銭対価償還前支払済配当金」という。）が存する場合には、Ｂ種種類株式１株当たりの

取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額（但し、Ｂ種種類株式につき、株

式の分割、株式の併合、株式の無償割当てまたはこれらに類する事由があった場合に

は、適切に調整されるものとする。）を控除した額とする。

なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、金銭対

価償還前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額

から控除する。

金銭対価償還前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を

含む。）までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

（iii）金銭対価の取得請求権

Ｂ種種類株式の内容として、Ｂ種種類株式の株主は、法令上可能な範囲で、所定の手続

を経て、当社に対し、金銭と引換えにＢ種種類株式の全部または一部を取得することを請

求することができるものとされ、かかる請求に応じ、当社は金銭を対価としてＢ種種類株

式を取得するものとされております。

但し、Ｂ種種類株式の割当予定先であるイオンは、原則としてＢ種種類株式の払込期日

以降７年間、Ｂ種種類株式に係る取得請求権を行使できません。また、当該期間は、その

満了日の前日までに当社およびイオンの書面による合意により、当該払込期日の12年後の

応当日までの日のうち、当該払込期日の応当日であるいずれかの日まで延長できます。

Ｂ種種類株主により金銭を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される１株当

たりの金銭の額は、以下のとおりです。

（a）基本償還金額

Ｂ種種類株式１株当たりの償還金額は、以下の算式によって計算される額（以下「基

本償還金額」という。）とする。
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控除価額 = 償還請求前支払済配当金 × （１+0.025）
 x＋y/365

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の

日数を「m年とn日」とする。

（b）控除価額

上記（a）にかかわらず、償還請求日までの間に支払われたＢ種配当金（以下「償還請

求前支払済配当金」という。）が存する場合には、Ｂ種種類株式１株当たりの償還金額

は、以下の算式に従って計算される控除価額（但し、Ｂ種種類株式につき、株式の分

割、株式の併合、株式の無償割当てまたはこれらに類する事由があった場合には、適切

に調整されるものとする。）を控除した額とする。

なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前

支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から控除

する。

償還請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）

までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

（iv）議決権

Ｂ種種類株式には議決権が付与されておりません。

（v）譲渡制限

Ｂ種種類株式の譲渡は、当社の取締役会の承認が必要とされております。

（２）割当予定先を選定した理由

イオンは、当社グループを取り巻く厳しい経営環境や当社における資本政策の考え方、新

型コロナウイルス感染症の影響により毀損した自己資本の増強と安定した財務基盤による経

営基盤の再構築の実現に向けて取り組むという当社の経営戦略および事業計画を十分にご理

解いただいていること等を総合的に勘案の上、本第三者割当による資金調達が企業価値向上

に寄与するとの判断に至り、イオンを割当予定先として選定いたしました。

（３）払込金額の算定根拠およびその具体的内容

当社は、Ｂ種種類株式が、普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されない、

いわゆる「社債型優先株式」であることを踏まえ、配当金等、優先株式の価値に影響を与え

る様々な諸条件を考慮して算定されたＢ種種類株式の評価額、および当社の置かれた事業環

境、財務状況、イオンとの交渉経緯等を総合的に勘案の上、金１億円をＢ種種類株式の１株

当たりの払込金額としており、当社としてはＢ種種類株式の発行条件および払込金額は公正
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な水準であると判断しております。

なお、当社は、Ｂ種種類株式の払込金額の決定に際して、公正性を期すため、Ｂ種種類株

式の価値についての客観的かつ定量的な算定を得ることが必要であると判断し、当社および

割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（以下「赤坂国際会

計」といいます。）にＢ種種類株式の株式価値の算定を依頼し、同社より、Ｂ種種類株式評

価報告書を取得いたしました。赤坂国際会計は、一定の前提（Ｂ種種類株式の配当金額、金

銭を対価とする取得条項、金銭を対価とする取得請求権、クレジットスプレッド等）の下、

一般的な価値算定モデルである配当割引モデル（ＤＤＭ）を用いてＢ種種類株式の公正価値

を算定した結果、Ｂ種種類株式の価格は、一株当たり96,270,660円～103,921,263円とされ

ております。なお、当社は、赤坂国際会計から払込金額の公正性に関する意見書（フェアネ

ス・オピニオン）は取得しておりません。

Ｂ種種類株式の払込金額は、当社としては、会社法上、株式を引き受ける者に特に有利な

金額に該当しないと考えておりますが、客観的な市場価値のない優先株式の公正な価値につ

いては、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価については様々な見解があり

得ること等から、株主の皆様の意思も確認することが適切であると考え、Ｂ種種類株式発行

については、本臨時株主総会での特別決議によるご承認をお願いするものであります。

（４）公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項

当社は、本第三者割当の公正性を担保するための措置として、Ｂ種種類株式の発行条件の

決定にあたり、当社および割当予定先から独立した第三者算定機関である赤坂国際会計に対

して株式価値の算定を依頼し、Ｂ種種類株式の公正価値の算定結果を得ました。

また、本第三者割当は、当社にとって支配株主との取引等に該当することから、当該支配

株主との間で利害関係を有しない第三者による本第三者割当が少数株主にとって不利益なも

のでないことに関する意見の入手を行うことが望ましいと判断しました。

　そこで、当社は、当社およびイオンから独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所

に独立役員として届けている柴田昭久氏および川内由加氏ならびに当社の社外監査役であり

東京証券取引所に独立役員として届けている石津卓氏および松浦由子氏の４名から構成され

る特別委員会を設置し、特別委員会に対し、本第三者割当が当社の少数株主にとって不利益

なものでないと考えられるか（①　本第三者割当の目的は合理的か、②　本第三者割当の条

件の公正性が確保されているか、③　本第三者割当において、公正な手続を通じた当社の株

主の利益への十分な配慮がなされているかを含みます。）について諮問いたしました。

　特別委員会は、当該諮問事項について、当社による本第三者割当の目的、条件および検討

体制等に関する説明、赤坂国際会計から取得したＢ種種類株式の公正価値の算定結果等を踏

まえ、当社の取締役会に対し、2024年12月12日付で大要、以下の内容の答申書を提出しました。
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（ⅰ）本第三者割当の目的は合理的か

　当社によれば、本第三者割当に至る経緯については、当社、子会社および関連会社（以下

「当社グループ」という。）においては、新型コロナウイルス感染症の影響により毀損した

自己資本の増強と安定した財務基盤による経営基盤の再構築を実現させるべく、４カ年

（2023年２月期～2026年２月期）の事業再生に取り組んでおり、2025年２月期からは「成長

戦略へ舵」を経営方針に据え、2025年２月期重点取り組み（事業構造改革、ＭＤ構造改革、

組織・コスト構造改革、ＥＣ事業の成長と拡大）を軸にした成長軌道回帰への取り組みを進

めているところ、2025年２月末日までに当社の債務超過を解消し上場維持基準（純資産）へ

の適合を図ることと、事業再生・成長軌道回帰のために、イオンとの間で協議を継続し、

2024年10月９日、当社よりイオンに対して資金面や事業面等の経営支援の要請を行い、当該

要請を受けて、イオンとの間で資金調達や資本増強に関する各種施策の実施に関して正式に

協議に入ることで合意した。

　その後2024年10月から12月にかけて、イオンと複数回にわたり協議・交渉を行う中で、当

社においてイオンの特性、施策内容（種類株式発行の金額規模その他の経済条件）を種々検

討した結果、イオンに対する本第三者割当は、当社グループの財務基盤の安定に加え、当社

の事業構造改革の推進・実現を支える資金の確保につながり、当社の中長期的な企業価値向

上に資するものであり、本第三者割当が、当社にとって最善であるとの判断に至ったとのこ

とであるが、以上の説明内容に特段不合理な点は見当たらず、当社に資金調達の必要性が認

められる。

　当社によれば、資金調達方法として、本第三者割当を採用した理由について、新型コロナ

ウイルス感染症拡大により棄損した自己資本の増強と４カ年（2023年２月期～2026年２月

期）の事業再生をさらに確実にかつ迅速に推進し、より加速度を上げて業績改善を図るため

には、資本性の資金調達が不可欠であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響により自

己資本が毀損しており、また、当社グループの経営成績、当社普通株式の株価水準および株

式流動性を勘案すると、当社普通株式による公募増資により必要な規模の資金を調達するこ

とは困難であること、および、普通株式を用いた第三者割当増資は、当社普通株式に希薄化

が生じ、当社の株主に対する不利益を生じさせかねないことから、適切でないと判断したと

のことである。その上で、無議決権種類株式であり、かつ、普通株式を対価とする取得請求

権・取得条項が付与されていない、いわゆる「社債型優先株式」であるＢ種種類株式は、当

社普通株式の希薄化は発生させず、希薄化を回避しつつ資本性の資金を調達することで財務

体質の改善を図ることができ、結果として当社の債務超過の解消、ひいては上場維持にも寄

与すること、および、当社との事業上のつながりが深く、当社がイオングループの運営する

多くのショッピングセンターに出店する主要なテナントであることから、当社の財務基盤を

強化し、当社の事業構造改革を推進・実現させることがイオングループの企業価値向上につ

ながるものとの理解を得たイオンを出資先として決定することで、当社が必要な資金を迅速
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かつ確実に調達し財務基盤を安定させることができることから、当社にとって最良の選択肢

になり得ると判断したとのことである。以上の説明内容に特段不合理な点は見当たらず、資

本性の資金調達を実施する必要性が認められ、また、Ｂ種種類株式は、既存株主の議決権希

薄化への配慮がなされた設計となっており、他の資金調達方法と比較して、本第三者割当に

よる資金調達の合理性が認められる。

　当社によれば、調達資金の使途は、イオンからの借入金の弁済および構造改革のための運

転資金とのことであり、以上の説明内容に特段不合理な点は見当たらず、当社の企業価値の

向上に資する内容になっており、本第三者割当による資金調達の具体的な資金使途に合理性

が認められる。

　以上を総合的に考慮すると、本第三者割当は、当社の企業価値の向上に資するものとい

え、その目的は正当であり、かつ合理性があると認められる。

（ⅱ）本第三者割当の条件の公正性が確保されているか

　Ｂ種種類株式の払込金額以外の主要な条件について、配当および金銭対価の取得条項その

他の内容について、交渉経緯や他社事例を踏まえると、不合理な条件とはいえない。なお、

Ｂ種種類株式には、イオンに対して金銭対価の取得請求権が付されているが、引受契約にお

いて、原則としてＢ種種類株式の払込期日からその７年後の応当日（当事者の合意により１

年毎に最大12年まで延長可）までの間は、Ｂ種種類株式に係る取得請求権を行使できないと

されていることもあり、不合理な条件とはいえない。

　Ｂ種種類株式の払込金額について、当社が選定した第三者算定機関である赤坂国際会計に

よる合理性を有するＢ種種類株式評価報告書におけるＢ種種類株式の評価価格を踏まえ、Ｂ

種種類株式の払込金額は、合理的な水準にあるものと評価できる。

　本第三者割当において、Ｂ種種類株式は無議決権種類株式であること、かつ、普通株式を

対価とする取得請求権・取得条項が付与されていない、いわゆる「社債型優先株式」である

ことから、当社普通株式の希薄化は発生せず、既存株主の議決権希薄化への配慮がなされた

設計となっており、希薄化の観点からも合理性が認められる。

　Ｂ種種類株式の払込金額は、当社としては、会社法上、株式を引き受ける者に特に有利な

金額に該当しないと考えているが、客観的な市場価値のない優先株式の公正な価値について

は、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価については様々な見解があり得る

こと等から、株主の意思も確認することが適切であると考え、Ｂ種種類株式発行について

は、2025年２月20日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）にお

いて会社法第199条第１項、第２項および第３項ならびに第309条第２項第５号に基づく特別

決議による承認を得ることを条件としている。

　下記（ⅲ）のとおり、本第三者割当においては、公正な手続を通じた当社の株主の利益へ

の十分な配慮がなされていると認められ、Ｂ種種類株式の払込金額を含む本第三者割当の条
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件は、かかる公正な手続を経た上で決定されたものであることが認められる。

　以上を総合的に考慮すると、Ｂ種種類株式の払込金額を含む本第三者割当の条件には公正

性が確保されていると考えられる。

（ⅲ）本第三者割当において、公正な手続を通じた当社の株主の利益への十分な配慮がなされ

ているか

　当社は、意思決定の過程における恣意性の排除および利益相反の回避の観点から本特別委

員会を設置している。本特別委員会は、本第三者割当の条件に係る具体的な交渉に入るより

以前に設置されており、各委員の独立性を疑うべき事由は認められず、当社が選任したファ

イナンシャル・アドバイザー、リーガル・アドバイザーおよび第三者算定機関につき、いず

れも独立性に問題がないことを確認し、それぞれを当社のアドバイザー等として承認し、さ

らに、当社の第三者算定機関として赤坂国際会計を選任することを決定した上で、所定のＢ

種種類株式評価報告書を取得し、本第三者割当の是非や取引条件の妥当性、手続の公正性に

ついて検討・判断を行っている。また、当社は、独立したリーガル・アドバイザーから本第

三者割当の諸手続を含む取締役会の意思決定の方法・過程等について法的助言を受けている

ほか、独立した第三者算定機関から所定のＢ種種類株式評価報告書を取得している。

　当社は、上記の検討体制のもと、本特別委員会から受けた交渉方針に係る意見やアドバイ

ザーからの助言等を踏まえ、イオンとの間で実質的な交渉を行っており、交渉過程に関し

て、当社の少数株主の利益に配慮する観点から特段不合理な点は見当たらない。

　当社取締役のうち、イオンの従業員を兼務している三浦隆司氏、および2024年３月までイ

オン子会社の取締役であった熊谷直義氏、ならびに、当社の監査役のうち、イオンの従業員

を兼務している福田真氏は、当社の立場で本第三者割当の条件に係る協議および交渉に参加

していないとのことであり、また、2024年12月13日開催予定の当社取締役会において予定さ

れている本第三者割当に関する議案の採決方法についても、同氏らは審議・採決に参加しな

い予定である。なお、熊谷氏は、イオン子会社の出身者であるものの、イオンから指示を受

ける立場になく、本第三者割当に関してイオン側で一切の関与をしておらず、それができる

立場にもないこと、また、当社における定量面での検討に精通しており当社の事業計画の策

定に不可欠であることから、独立した特別委員会を設置し、公正性を担保するための措置を

講じることを踏まえ、同氏はイオンとの本第三者割当の条件に係る協議および交渉には関与

しないことを前提として、交渉に必要な事業計画の策定に関与している。これらの当社取締

役会における検討体制に不合理な点は認められず、その他、本第三者割当に係る協議、検討

および交渉の過程で、上記の当社取締役会構成員を含め、本第三者割当に特別な利害関係を

有する者が当社側に不当な影響を与えたことを推認させる事実は認められない。なお、当社

取締役会は、本特別委員会の設置に当たり、本第三者割当に関する当社取締役会の意思決定

は、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行われるものとし、特に本特別委員会が本第
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三者割当は当社の少数株主にとって不利益なものではないといえないと判断したときには、

当社取締役会は本第三者割当の決定をしないものとすることを決議しており、本特別委員会

の設置の趣旨に十分配慮した意思決定が行われることが想定されている。

　本第三者割当に係るプレスリリースおよび臨時報告書においては、本特別委員会に関する

情報、種類株式の価値算定結果の内容に関する情報、その他本第三者割当の目的等に関する

情報について、それぞれ一定の開示が予定されており、少数株主による取引条件の妥当性等

についての判断のために相当な情報が開示される予定であることが認められる。

　以上を総合的に考慮すると、本第三者割当においては、公正な手続を通じた当社の株主の

利益への十分な配慮がなされていると認められる。

（ⅳ）上記（ⅰ）から（ⅲ）のほか、本第三者割当は当社の少数株主にとって不利益でないと

考えられるか

　上記（ⅰ）から（ⅲ）を総合的に考慮すると、本第三者割当は、当社の少数株主にとって

不利益なものではないと考えられ、その他に、かかる判断に抵触する特段の事情は認められ

ない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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普通株主様による種類株主総会参考書類

議案及び参考事項

議　　　案　定款一部変更の件

　議案の内容につきましては、臨時株主総会参考書類第１号議案「定款一部変更の件」に記載

のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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株主総会会場のご案内

【会　場】 東京都中央区八丁堀一丁目9番8号　八重洲通ハタビル5階
アットビジネスセンター東京駅八重洲通り501号室

【交　通】 JR　　　　　　　 　東京駅　　八重洲中央口より 徒歩10分
東京メトロ

日比谷線　八丁堀駅　Ａ５出口より 徒歩約２分
東西線　　茅場町駅　2出口より 徒歩約５分

大丸八重洲中央口八重洲南口
外堀通り 八重洲中央口前

東京駅

八
重
洲
通
り突き当り24出口

八重洲地下二番通りの

中央通り
6 B1 日本橋駅

宝町駅
AB

昭和通り 日本橋駅
D1

宝町ランプ入口

八丁堀二丁目

12

八丁堀駅 茅場町駅A5 八丁堀新大橋通り 2

京橋駅

宝町ランプ出口

アットビジネスセンター
東京駅八重洲通り501号室

株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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